
大田市告示第１０７号 

 

大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和４年４月２７日 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属の

コロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に

対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。

）であるものに限る。）の影響が続く中、ＤＸの進む社会を見据え、Ｉ

Ｔ技術を活用した地域経済の活性化に繋がる事業計画を募集し、その中

で優秀な事業計画を提出した者の事業実施の支援を目的として、大田市

ＩＴ利活用共創モデル事業補助金（以下「補助金」という。）を予算の

範囲内で交付するものとし、その交付については、大田市補助金等交付

規則（平成１７年大田市規則第４５号）に定めるもののほか、この要綱

の定めるところによる。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付申請ができる者（以下「申請者」という。）は、次

の各号のいずれかに該当するものとする 

(１) 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号

に該当する法人及び個人。ただし、法人においては大田市内に事務所

を有し、個人においては大田市内に住所があること。 

(２) 前号の者で構成された団体 

(３) その他市長が適当と認める団体 

２ 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）に規定されている暴力団員又は暴力団

若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助の対象としない。 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、ＩＴ利

活用共創モデル審査会において選定された事業とする。 



（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次

に定める経費とする。ただし、当該補助対象経費に係る消費税及び地方

消費税相当額を除くものとする。 

区分 補助対象経費 

報償費 外部専門家等に対する謝礼金、事業計画等に対する謝礼

として支払われる経費 

原材料費 事業実施に必要な加工用資材に係る経費 

機械器具借上料 事業実施に必要な機器や器具のリース又はレンタルに要

する経費 

消耗品費 事業実施に必要な物品の購入に要する経費 

開発費 事業実施に必要な製品、サービス、システム及びソフト

ウェアの開発に要する経費、外注費 

通信運搬費 事業実施に必要な物品の運搬費、データ通信費  

広報活動費 事業実施に必要な広告宣伝費、Ｗｅｂページ作成費 

交通費 事業実施に係る国内の交通費（市内移動用のレンタカー

及びガソリン代を含む。） 

賃借料 事業実施に必要な施設、土地を借り上げる経費  

その他諸経費 事業実施に必要な経費であって、他のいずれの区分にも

属さない経費。ただし、当該事業のために使用されるこ

とが特定及び確認できる経費であること。 

（補助金の額） 

第５条 補助金額は、補助対象経費に１０／１０を乗じて得た額とし、１

事業につき３００万円を上限とする。 

２ 補助金の額に、１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てるものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、大田市ＩＴ利活用共創モデ

ル事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない 



(１) 事業計画書 

(２) 事業費の内訳がわかる書類（見積書の写し等） 

(３) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容について審査

し、適当と認めた事業は、予算の範囲内において補助金額を決定し、大

田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金交付決定通知書（様式第２号）に

より、申請者に通知するものとする。 

（補助対象期間） 

第８条 補助対象期間は、原則として一会計年度で終了するものとする。 

（補助条件） 

第９条 申請者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産（補

助金の交付対象になったものに限る。）について、その台帳を設け、保

管状況について明らかにしておかなければならない。 

２ 申請者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書

類を整理し、かつ、この書類を間接補助事業が完了した日の属する会計

年度の終了後５年間保存しなければならない。 

３ 申請者は、交付決定から５年未満で補助対象事業を廃止した場合は、

既に補助金の交付がされているときは、原則としてその返還をしなけれ

ばならない。 

４ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難

になった場合には、速やかに市長へ報告し、指示を受けなければならな

い。 

（計画変更等の承認） 

第１０条 第７条の規定により決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、当該決定に係る計画を変更、中止、又は廃止しようとすると

きは、大田市ＩＴ利活用共創モデル補助金変更等承認申請書（様式第３

号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変

更についてはこの限りでない。 

２ 市長は、前項の承認をしたときは、大田市ＩＴ利活用共創モデル事業

補助金変更等承認通知書（様式第４号）により、補助事業者に通知する

ものとする。 

（実績報告） 



第１１条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了した日から３０日

以内又は補助金交付決定を受けた年度の３月１０日のいずれか早い期日

までに、大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金実績報告書（様式第５

号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 事業報告書（事業の成果がわかる書類、完成写真等） 

(２) 事業費の内訳（実績）がわかる書類（請求書、領収書の写し等） 

(３) その他市長が必要と認める書類 

（交付額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、報告書等の書

類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事

業の実施結果が補助金等の交付の決定の内容（第１０条に基づく承認を

した場合は、その承認された内容）に適合すると認められたときは、交

付すべき補助金の額を確定し、大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金

交付確定通知書（様式第６号）により、申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１３条 前条の規定により補助事業を完了した補助事業者が、補助金の

交付を受けようとするときは、大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金

交付請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する

ものとする。 

３ 市長は、必要があると認められる経費については、補助金を概算払に

より交付することができる。概算払を受けようとする補助事業者は、大

田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金概算払請求書（様式第８号）を市

長に提出しなければならない。 

４ 前項に規定する概算払の額は、第７条の規定により通知した額の７割

を限度とし、その額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、その額

を切り捨てるものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１４条 市長は、補助事業者がこの要綱の規定又は交付条件に違反した

場合に補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部若しくは

一部を返還させることができる。 

（現地調査） 

第１５条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、現地



調査を行うことができる。 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

１ この告示は、令和４年４月２７日から施行する。 

２ この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同

日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその

効力を有する。 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

  年  月  日 

 

大田市長   様 

 

申請者 住 所             

氏 名             

 

 

大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金交付申請書 

 

 

大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金の交付を受けたいので、同補助金交付要綱第６条の規

定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．補助金交付申請額  金           円 

 

２．添付書類 

⑴事業計画書 

⑵事業費の内訳がわかる書類（見積書の写し等） 

⑶その他市長が必要と認める書類 

 



様式第２号（第７条関係） 

 

指令  第     号 

年  月  日 

 

             様 

 

大田市長           

 

 

 

大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金交付決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金について、同補助金交付要

綱第7条の規定により下記のとおり決定します。 

 

 

記 

 

 

１．補助金交付決定額  金          円 

 



様式第３号（第１０条関係） 

 

年  月  日 

 

大田市長   様 

 

申請者 住 所             

氏 名             

 

 

大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金変更等承認申請書 

 

 

  年  月  日付け指令 第  号で交付決定のあった大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金に関す

る計画を次のとおり変更(中止、廃止)したいので、同補助金交付要綱第１０条第１項の規定により、関係書類

を添えて下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．変更(中止、廃止)の内容 

 

 

２．変更(中止、廃止)の理由 

 

 

３．関係書類（内容を変更したものに限る） 

⑴事業計画書 

⑵事業費の内訳がわかる書類（見積書の写し等） 

⑶その他市長が必要と認める書類 

 



様式第４号（第１０条関係） 

 

年  月  日 

 

             様 

 

大田市長           

 

 

大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金変更等承認通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金変更等承認申請について、

同補助金交付要綱第１０条第２項の規定により下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

１．補助金変更交付決定額   金           円 

 



様式第５号（第１１条関係） 

 

年  月  日 

 

大田市長   様 

 

申請者 住 所             

氏 名             

 

 

大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金実績報告書 

 

 

  年  月  日付け指令 第  号で交付決定のあった大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金の実績

について、同補助金交付要綱第１１条の規定により下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１．補助金交付決定額  金           円 

 

２．補助金実績額    金           円 

 

３．添付書類 

⑴事業報告書（事業の成果がわかる書類、完成写真等） 

⑵事業費の内訳（実績）がわかる書類（請求書、領収書の写し等） 

⑶その他市長が必要と認める書類 

 

 

 



様式第６号（第１２条関係） 

 

指令  第     号 

年  月  日 

 

             様 

 

 

大田市長           

 

 

大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金交付確定通知書 

 

 

  年  月  日付けで実績報告のあった大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金について、同補助金交

付要綱第１２条の規定により下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

１．補助金交付確定額  金          円 

 



様式第７号（第１３条関係） 

 

年  月  日 

 

大田市長   様 

 

 

申請者 住 所             

氏 名           印 

 

 

大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金交付請求書 

 

 

  年  月  日付け指令 第  号をもって交付決定のありました大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補

助金について、同補助金交付要綱第１３条第１項の規定により下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

１．補助金請求額  金           円 

 

内

訳 
既 交 付 額 円     

今 回 請 求 額 円     

未 交 付 額 円     

 

２．振込依頼口座 

金 融 機 関 名   

支 店 名  

口 座 の 種 類   普通  当座  (※どちらかに○をしてください。) 

口 座 番 号   

口座名（フリガナ）   

 



様式第８号（第１３条関係） 

 

年  月  日 

 

大田市長   様 

 

 

申請者 住 所             

氏 名           印 

 

 

大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補助金概算払請求書 

 

 

  年  月  日付け指令 第  号をもって交付決定のありました大田市ＩＴ利活用共創モデル事業補

助金について、同補助金交付要綱第１３条第３項の規定により次のとおり概算払を請求します。 

 

 

記 

 

 

１．補助金概算払請求額  金           円 

 

 

２．概算払を必要とする理由 

 

 

３．振込依頼口座 

金 融 機 関 名  

支 店 名  

口 座 の 種 類   普通  当座  (※どちらかに○をしてください。) 

口 座 番 号   

口座名（フリガナ）   

 


